
阿賀野市上下水道局告示第７号 

指定給水装置工事事業者の事業の廃止について 

 阿賀野市指定給水装置工事事業者規程（平成１６年阿賀野市水道事業管理規程第３３

号）第７条の規定により、阿賀野市水道事業給水区域内で給水装置工事を行う次の業者

から給水装置工事の事業の廃止について届出があったので、同規程第１０条の規定に基

づき告示する。 

  令和３年１１月２日 

                        阿賀野市水道事業 

                        阿賀野市長 田 中 清 善   

 

令和３年１０月１日 廃止 

指定番号 指定業者 住     所 廃止の理由 

６８ 
パナソニックコンシューマ

ーマーケティング株式会社 

大阪府大阪市中央区城見２

丁目１番６１号 

リフォーム事業

廃止のため 

 

3.11.12 


